
津南町制限付一般競争入札実施要綱  

平成２０年  １月２４日  

告  示   第   ３  号  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、津南町財務規則（昭和 60 年規則第 1 号）第 139 条第 1

項の規定に基づき、町が発注する建設工事等の請負工事に係る競争入札のよ

り一層の透明性、公平性及び競争性を高め良質な施行の確保を図るために実

施する制限付一般競争入札の手続き及び運用に関し必要な事項を定めるもの

とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において「制限付一般競争入札」とは、次条に定める工事等

について一定の入札資格要件を公告し、第６条に定める入札参加申込書を提

出した者を審査し、適格者全員により行う入札をいう。  

 （対象工事等）  

第３条  この要綱による工事等の対象は、町長が指定するものとし、その場合、

津南町請負工事等業者指名審査委員会（以下「審査委員会」という。）の審議

を経るものとする。  

 （入札参加資格要件）  

第４条  制限付一般競争入札に参加する資格は、津南町建設工事入札参加資格

審査規程（平成８年訓令第４号）に定める資格のほか、町長が定めるものと

し、工事毎に審査委員会の審議を経るものとする。ただし、資本関係、人的

関係等同視しうる者同士の同一工事についての参加は、認めないものとする。 

 （入札の公告）  

第５条  制限付一般競争入札の公告は、次に掲げる方法により行うものとする。 

（１）津南町役場掲示板  

（２）津南町ホームページへの掲載  

 （入札参加申込書の提出等）  

第６条  町長は、制限付一般競争入札の参加資格を確認するため、入札に参加

しようとする者に対し制限付一般競争入札参加申込書（様式第１号）及び必

要な資料の提出を求めるものとする。  



 （参加資格の確認）  

第７条  町長は、前条の規定により提出された入札参加申込書について、対象

工事等の参加資格の有無を確認し、資格がないと認めた者に対しては、その

理由を付して通知するものとする。  

 （設計図書の閲覧）  

第８条  町長は、対象工事等に係る設計図書を公告の日から入札予定日の前日

まで閲覧に供するものとし、入札参加申込者から申出があった場合は、期間

を定めて貸与することができるものとする。  

 （工事費等内訳書の提出）  

第９条  予算執行職員は、予定価格が２５０万円以上の対象工事等の入札に際

して工事費等内訳書を携行させ、提示を求めることができるものとする。  

 （その他）  

第 10 条  この要綱に定めるもののほか、制限付一般競争入札の実施に関し必

要な事項は、町長が別に定める。  

 

   附則  

 この要綱は、平成２０年  ４月  １日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係）  

制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 

平成   年   月   日  

津 南 町 長 様 

 
住 所 

申込者  
商 号 又 は 名 称               ㊞  

 

 平成   年   月   日に公告のありました次の件について公告内容を承知

のうえ、制限付一般競争入札参加条件を満たしている事を確約し、参加申込を

します。  

１  入 札 日 時 平成   年   月   日       時    分  

２  参加申込する  
工事等の件名  

（工事番号）  （件  名）  

３  申込担当者名   

※  審 査 結 果 ※適  ・  否（理由）  

・  工事等の件名・申込者名称等は正確に記入してください。  

 

 

業 者 控 

キ リ ト リ  

制限付一般競争入札参加申込書  

１  入 札 日 時 平成   年   月   日       時    分  

２  参加申込する  
工事等の件名  

（工事番号）  （件  名）  

 
役場受付印  

 

※入札参加が認められない場合に限り、電話にて通知し
ます。したがって通知がない場合は、入札参加資格が
あるものとします。  

 

※本控は入札時に携行してください。  

 

 


